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《論説》

明大アジア 1 (1996年度）

金仙公主と房山雲居寺石経の彼方

一唐代政治史の一側面一

、はじめに

氣賀澤保規

目次

、 「金仙公主塔」銘への疑問

ー、金仙公主の経歴と生涯（前半）

四、金仙公主の経歴と生涯（後半）

金仙公主の政界における

、おわりに一あわせて徐麟（徐嬌之）の理解をめぐって

ー、はじめに

北京から西南へ70キロの山中にある房山雲居寺には、 7世紀初頭の隋末、静碗という

一人の僧の発願によって始まり、以後一千年をかけて連綿と刻りつがれた1万4千点（枚）

にものぽる膨大な石に刻んだ仏教経典、石経が蔵される。それらのうち、前半の隋唐期

に刻られた石経は寺の前にそびえる石経山の九つの洞窟に蔵入され、後半の遼金時代に

作られた石経は、主に寺の境内に掘られた地下室に埋蔵されたのであった。

雲居寺におけるこの長い刻経の歴史において、唐の玄宗時代、すなわち開元天宝期は、

初代静碗以来およそ一世紀にわたった雲居寺の刻経事業を、さらに新たな地平へと押し

上げた重要な時期と位置づけることができる。すなわち玄宗期において、事業はより

型化、より体系化し、また関与する階層もより広範囲にして多様になったことな

められるからである。そして、こうした新たな在り方に重要な一石を投じたのが、

の娘にして玄宗の妹である金仙公主（長公主）と、彼女を介した唐朝廷の援助であっ

ことは忘れるわけにはいかない。かかる事実は、石経山山頂付近の所謂「金仙公主塔」

の背面に残された次の銘文によって広く知られている (1)。

大唐開元十八年金仙長公主

為奏
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賜大唐新旧訳経四千余

巻、充幽府苑陽県、為石経本、又

苑陽県東南五十里上峨村趙

襄子淀中麦田荘、井果園一所、及環

山林麓、東接房南嶺、南逼他山、西止

白帯山口、北限大山分水界、並永充

供給山門所用、又委禅師玄法、歳々

通転一切経、上延宝暦、永福

下引懐生、同翠覚樹、蒻開

元廿八年庚辰歳朱明八日、

吏部常選王守泰、記山頂石浮屠後、

検校送経臨壇大徳沙門

都検校禅師沙門 玄法 (2)

この文面は、高さが一尺三寸余り（注(2)小川論文323頁）で一行ほぽ14字、官文書

の形を模して書かれていた。そして、金仙（長）公主が開元18年 (730) に

に奏上して、具体的に次の三つの措置が雲居寺にとられたことが明示される。

1. 「大唐新l日訳経四千余巻」を石経の原本として下賜。

2．苑隔県東南五十里の上峨村趙襄子淀中の「麦田荘」と「果園」、それに雲居寺に

隣接する山林＝「環山林麓」を寺領として寄進。

3.雲居寺の禅師玄法に命じて、一切経を毎年「通転」させること。

そもそもこの文は金仙公主の奏上から十年が経った開元28年 (740)、 「前莫州吏部

王守泰なる人物が、すでに前からあった「山頂石浮屠」の背面に刻んだものであっ

た。そのさい立ち会ったのが、開元18年に「開元釈教録」

蔵経（開元一切経）」五0四八巻の基を定めた智昇であり、そし

を継ぐ玄法であった。ここから、雲居寺に下賜された「大唐新1日訳経四千余巻Jとは、

この奉勅撰されたばかりの「開元大蔵経」に他ならないと考えられている (3)。

を詳しくみていくと、この金仙公主の関与と前後する頃から、 「正法念

経」七0巻や「大方等大集経」三0巻、 「日蔵経」ー0巻、 「月蔵経」ー0巻など大型
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の経典があいついで刻られ、刻経事業に新たな進展が計られたことがみてとれた、(4)。

ら着手されたと推定されるかの「大般若経」六00巻の刻出は、そうし

元年間の

の上からと

らかであり、

・準備の上になされたといってよい。金仙公主による財政の面からと

らの援助が非常に大きな意味をもったことは、この事実からも

された f開元一切経Jが以後陸続と刻られた石経の底本になっ

性を十分うかがわせてくれる。

銘への疑問

このよう 「金仙公主塔」の刻文を通じて、 し

の役割の大きさが確認されるわけであるが、

はっきりしない点が認められる。感得さ

しながらこの刻文をめぐって か

してみると、以下のごとくにな

る。

1.金仙公主の右の事績が刻されたのは、すで していた「山頂石浮図」の背面に

であるが、そもそもこの石浮図（石塔）は清信士劉元望なるものが、一族をまとめ

寺側の協力をえて、開元9年その父母等のために造立したものであって、それを

える銘文は正面（南面）の左側（西面）に刻まれていた。このように当石浮図は

仙公主とは本来無関係であったにもかかわらず、後年開元28年になって、その背面

（北面）の空白面が利用されたのが右の刻文となる。しかもその刻文たる

な碑文の体をなさず、おそらく一つの

とられている。何故こうした安易とも

を占める事柄が記録されたのか。

2.金仙公主がとった措置は、雲居寺にとって本来もっと特筆されるべき意義を有して

いた。とすれば、寺は当然新たな石浮図（石塔）か石碑を用意し、彼女の功績を特

をそのまま刻みこんだような形態が

によって、雲居寺史上

別に顕彰し、後世に伝える試みがあってよかったはずである。しかしそうした動き

はどこにも認められない上に、他のイム教関係の記録や編纂史料のどこにも片鱗すら

うかがえない。これはどうしたことか。今日われわれは、右の劉元望等が立て

に刻された銘文と、その後元和4年 (809)4月8日に幽州慮龍節度使劉済が石

経山頂に立てた「啄鹿山石経堂記」碑の文中において (5)、やっと彼女の関



明大アジア史論集 1(1996年度）

を知るだけである。

3. ところで金仙公主は、後述するごとく道教に出家した人物（女冠、女道士）であっ

た。その彼女が仏教側に、それも雲居寺という一寺院の事業に肩入れする、これは

どう解したらよいのであろうか。塚本善隆氏は、当時における仏教の道教化、

の仏教化という両宗教の接近からくる時代的現実、 f当時の貴族にありては、仏道

ニ教を同時に尊崇していることは、必ずしも不思議なことではない」 （注(3)「塚本

書」 452頁）という観点から説明を加えるが、それだけで彼女個人の雲居寺への関

わりを納得させられるだろうか。道教側の人間が、それも時の皇帝の妹が、雲居寺

に援助の手を差し伸べた。ふつうに考えて、これは及ぽす影響の大きな問題であり、

単に道教と仏教の接近ということだけでは説明しきれない現実的背景があることを、

意識させずにはおかない。

金仙公主の行為は、雲居寺のみならず仏教界全体にとって大きな意味をもち、格好の

宣伝材料であった。にもかかわらず、結局のところ、彼女の役割は仏教界から無視され

たのみならず、その中心をなす雲居寺においてすら影の薄い地味な扱いしか受けなかっ

た。この事実をどう受け止めたらよいのであろうか。また公主は現地に足を運んだ形跡

もうかがえない。かかる金仙公主を雲居寺の援助に駆り立てた背景、他方それを正当に

評価・顕彰できない雰居寺側のある種の及び腰、これらの疑問はたんなる一般的な時代

状況の説明からでは納得しえないものである。とすれば、改めて課題を提供した金仙公

主その人に立ち戻り、広い視座から彼女の生きた道筋を捉え返してみるなかで、問題の

核心に迫るしかないであろう。

いったいこの金仙公主とはいかなる経歴、立場の女性であったのか。彼女と を

結びつけた糸はどこにあったのか。次節以降ではそうした点に目を向け考察してみるこ

とにしたい。

三、金仙公主の経歴と生涯（前半）

金仙公主については、早くに塚本善隆氏が言及したのち、近頃には労允典氏や手島一

真氏が取り上げ、また筆者も一部触れたことがあり、新たな注目を浴びる対象になって

いるようにみえる (6)。ただ筆者も含め、従来の研究は彼女の姿や雲居寺との外面的な
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どるに止まって、彼女の置かれた現実の政治的社会的位罹にまで潮って考察す

るまでに至っていない。本稿でこれまでにない新たな一面にまでふみこむならば、それ

はそれで従来とは違う意義が提示できるものと考える次第である。

さて、金仙公上を知るにはまず「新唐書」巻八三の本伝が挙げられる。後述するごと

く、彼女は妹の玉真公主と終始同じの扱いをうけ、表裏一体ともいうべき関係にあった

かのようにみえるため、ここでは参考までに、同巻に載る玉真の列伝記事もあわせて全

文を提げてみよう。

金仙公主、始封西城県主。景雲初進封。太極元年、与玉真公主皆為道士、築観京師、

以方士史崇玄為師。崇玄本寒人、

観始典、詔崇玄護作、日万人。

得出入禁中、拝鴻腫卿、声勢光重。

以銭数十万賂狂人段謙冒入承天門、升

太極殿、自称天子こ有司執之、辞日、崇玄使我来c 詔流嶺南、且勅浮思・方士無両

競。太平敗、崇玄伏誅。

至真公主字持盈、始封崇昌県主。俄進号上清玄都大洞三景師。天宝三載、上言日、

先帝許妾捨家、今的切主第、食租賦、読碩去公主号、罷邑司、帰之王府。玄宗不許。

、妾、高宗之孫、容宗之女、陛下之女弟、於天下不為賎、何必名繋主号、資湯

沐、然後為貴。請入数百家之産、延十年之命。帝知至意、乃許之。鹿宝応時。

としてつぎに押さえておくべきは、従来から存在が知られた「金仙長公主神道碑j

(「金石宰編」巻八四）となる。これは、容宗の橋陵に陪葬された彼女の墓前に立てら

れていたと推定されるが、ただ残念なことに金石書に採録されたときには碑の上段の一

部（高さ4尺8寸、幅4尺7寸余）が残されただけで、それも摩滅がひどく、約三分の二

にあたる下段部分は失われていた。しかしその中でわかるところをみておくと、まず本

碑の文字を書いたのが「御書」、つまり玄宗その人であり、撰文したのが「徐隣之」で

あったことが注目される。なお徐lI僑之は、このあとに出る徐嬌と同一人であったとみて

よいだろう (7)。左に碑文中の関係箇所を抜き出してみておこう。

…高宗天皇大帝之孫、容宗大聖真皇帝之女、…先帝之龍潜藩邸、公主以王女受封、

蓋鮒訛之時、…先帝尚其誠心、不奪雅志、以丙午之歳、度為女道士、・・・邑一千四百

、雖湯沐増賦、貴盛当時、而珠玉満堂、賎之□□、…形子東都開元観、春秋ltll有
四、主上以天倫之…、笠年尚遠、権芝伊洛、今亀言既口、陪葬〔橋陵〕。

ところで、この「神道碑」の欠を補うべき新たな史料が近年発見された。墓前に立て
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た墓碑に対して、墓中に入れられていた金仙公主本人の墓誌である。 1974年、欧西省

蒲城県三合郷武家村の橋陵（容宗墓）付近にあった一基の墓中から、 「大唐故金仙長公

主誌石之銘」と蒙書された墓誌蓋とともに、それは完全な形で出土した (8)。誌石は外

形一辺が12メートル、誌文部分で一辺1.06メートルという正方形をした、当時におけ

る最大級の大きさのもので、そこに全33行、毎行33字で正書されていた。これを

たのが妹の玉真公主で、文は墓碑と同じ徐嬌が勅を奉じて撰したのであった。いま誌文

中から関係箇所をぬき出してみると、次のようになる。

大唐故金仙長公主誌石銘井序。玉真公主書。中大夫守大理少卿集賢院学士上柱国慈

源県開国公臣徐鰭奉勅撰。・・・（金仙長〕公土詭無上道、太宗文武聖皇帝之曾孫、高

宗天皇大帝之孫、容宗大聖真皇帝之女、今上之第八妹也。・・・先帝（容宗）昔居藩邸

時、封西城県主、及登極、進冊金仙公主、年十八人道、廿三受法。・・・砦主上（玄宗）

嗣昇（？）大宝，仁先友愛、進封長公主、加実賦一千四百戸焉。的於京都雙建道館。

之年建午之月十日辛已、苑於洛陽之開元観、春秋甜有四。越以景子之年七

月己卯朔四日壬午、啓旧埜、而自洛即陪葬橋陵、礼也。…開元廿四年太歳景子七月

己卯朔四日壬午、梁州都督府戸曹参軍直集賢院衛霊鶴奉勅検校錨勒井題策額G

これによると、金仙公主は「壬申之年建午之月十日辛己」の日に、 44歳で洛降の間元

観に逝去したとなる。壬申とは開元20年 (732)、 「建午之月」が何月になるかはっき

りしないが、 「十日辛巳」から計算すれば6月のことと推定される。 「旧唐書」巻八・玄

宗紀上、開元20年5月辛亥 (9日）の条に［金仙長公主悦」とあるその日付は、この

「墓誌」によって一部修正が求められることになる。さらに「墓誌」は、金仙公主が死

後ただちに橋陵に陪葬されたのではなく （「神道碑」からもその様子がうかがわれる）、

四年を経た「開元廿四年太歳景子七月己卯朔四日壬午」まで待たなければならなかった、

という事実を明示することが注目されようる

さて、金仙公主は開元20年に44歳で亡くなった。とすると、生まれたのは武后朝が

始まる前年の689（永昌元・載初元）年、そして雲居寺に頷地や「開元大蔵経」を下賜

すべく動いた開元18年は、死ぬ二年前の42オの時のことであったと明らかになる。

ここで右に掲げた史料を基軸にして、関連史料も交えつつ、その一生を概観してみて

おこう。
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めて独自 （金仙観）を営むことになり、翌年（太極書延和夢先天元年）をまって

道士としての態勢を確立した、とまとめられるように思われる。前述

の史料上の麒輛もこのような集約でほぼ克服できるのではないだろうか。

四、金仙公主の経歴と生涯（後半）

さてこうして完成した二つの道観は、長安の宮城西隣りの輔興坊内に、金仙観が東南

隅、玉真観が西南隅にと並置されたのであった（「唐両京城坊考」巻四・西京長安の輔

興坊）。この場所は、 ［この二観の南街、東は皇城の安福門に当たり、西は〔外郭〕城

の開遠門を出ず。車馬往来し、実に繁会と為る」 （「長安志」巻ー0・輔興坊の条）位

占め、また宮中とも安福門や披庭宮の通明門によってすぐ行き来できる関係にある。

おそらく都下を圧する豪壮な造りの建物であったことだろう。そこに容宗の二人の娘に

寄せる愛情の一端をみてとることは容易である。

だがはたしてそれだけで、こうまでして強行された道観建造の背景を説明するのに十

分であろうか。容宗は母則天武后のもとで生き抜いた苦労人であるが、一人意志を貫き

とおせるような剛直な男ではない。その彼がこの娘のことでは、反対を押し切りとおし

たのである。彼をそうせしめたもう一方の力、それは一体何であったのか。当然そこに

介在させなければならないのは、容宗を背後で動かしたとみられる妹の太平公主の存在

である。容宗と太平公主、そして金仙公主たち、これにたいする根強い道観建造反対論、

こうした状況をふまえると、道観問題が当時の政治問題の反映であった可能性をうかが

わせるが、ここではそれに踏み込む前に、いましばらく金仙公主のその後の動向につい

しておくことにする。

さて、金仙と妹の玉真 強い反対を排して建造された道観に、太極と改元

された年 (712)の前半中に住んだと推定された。ただこの年は、 8月に容宗が太上皇

帝に引き、皇太子（李隆基）が皇帝に即位し、そこに太平公主が容喚して、政治の葬台

が緊張に包まれた時期にあたり、翌年7月の玄宗のクーデタによる全権掌握時まで緊迫

した清勢はつづく。＼金仙公主がその中にどう位置したかははっきりしないが、 「墓誌」

に、 ［主上（玄宗）、大宝を嗣昇(?)するに砦ぶや、仁もて友愛を先にし、長公主に進封

し、実賦一千四百戸を加う」とある長公主への進封は、 713年7月のクーデタ後のこと

-11-
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と考えてよいのではないか。なぜなら玄宗が最初に帝位に即いたとき、容宗は太上皇帝

として「三品已上の除授及び大刑獄は、並びに自らこれを決す」という実権を確保して

おり、それらを含めすべての権限が玄宗の手に集中するのがクーデタ後であったからで

ある。

そのさい「実賦一千四百戸」がとくに与えられたというが、これは「神道碑」に「邑

一千四百戸、雖湯沐増賦、貴盛当時、而珠杢滴堂、賤之□l]」とあるのに対応する (1l)。
玄宗は兄弟の親睦にとくに気遣ったといわれ、この実賦（湯沐邑）の一千四百戸への加

増もその心情から出たものと考えられなくはないが、司時に、彼女のそれまでの政治的

関わり方をふまえるならば、クーデタによって隠退をよぎなくされた容宗と行をともに

させる意味合いを強くもつものであった、となるのではないか。

金仙公主はその後、＇開元 5年 (717)に洛隔道徳坊の道観に移ったとみえる。それを

伝えるのが、 「唐会要」巻五0・観の記事である。

都玄観、道徳坊。本隋秦王浩宅、天后朝置永昌県。神龍元年、

宅。景雲元年、置道士観。開元五年、金仙公主居之、改為女

都玄観。

ちなみに同書にはつづいてこう記される。

安国観、正平坊。本太平公主宅、長安元年、容宗在藩国、

置道士観、伯以街為名。十年玉真公主居之、改為女冠観。

遂為長寧公主

十年七月、

至景雲元年、

そもそも道徳坊の名は、長安と洛陽の両都にみえる。ために宋敏求「長安志」巻九の

道徳坊の項では、右の「唐会要」の「都玄観」の記事を「開元観」と改めて、まった＜

同文を掲げることになった。徐松「唐両京城坊考」もこれをそっくり跨襲した上で（巻

四）、その一方洛陽の道徳坊の項（巻五）では次のように記した。

東南隅、永昌県解 VK品中析河南・維隔二県立永昌県、治此坊、神龍元年省。…） C・ 

武成王廟。景龍女道士観（南北居半坊之地、金仙公主処焉。按公主為容宗第九女）。

長寧公主宅。内史史務滋宅。

しかし「長安志j‘の道徳坊の記述には明らかに誤解がある。まず永昌県は武后が革命

を起こす直前、洛水から出たとされる「聖母臨人、永昌帝業」の八文字を刻んだ石にち

なんで、洛水の傍らに設定された。また長寧公主（中宗の女）の邸宅が洛陽にあったこ

とは、つぎの「新唐書」巻八三の本伝からも明らかである。

-12-
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東都廃永昌県、 〔長寧公〕主弓其治為府、以地瀕洛、築障之、崇台・蟄観相聯属、

無慮費二十万。…率氏敗、…乃請以東都第為景雲祠。

こうした事実をふまえるならば、 「長安志」道徳坊の記事は長安（西京）に繋げるのは

りであり、そっくり洛陽（東都）にかかわる内容と読み替えることが可能になろう。

したがって f両京城坊考」の長安道徳坊の記述も誤りとしなければならない (12)。た

「唐会要」に「都玄観」とあって「開元観」でないのが気にかかるが、金仙公主の

や「神道碑」に明確に開元観があったとある以上、都玄観は開元観の記述上の

りとみなしたい。

くして金仙長公主は開元5年に、洛陽道徳坊にあった長寧公主旧邸の景雲祠

に移り住み、そこが開元10年 (722)に開元観と呼ばれることになった。

も同時期に、正平坊（政平坊）の安国観（旧太平公主邸）に移ったのではないか（前

「唐会要」同項の「開元十年」は疑問） （13)。ではなぜ開元5年であったかといえば、

玄宗が即位後初めてこの年の年頭に洛陽に行幸し（翌6年冬まで） （l 4)、それに随従し

たであろうことがあげられよう。あわせて留意しておいてよいのが、その前年6月、彼

- 1 を寵愛した上皇審宗が死去したこと (l5)、それによって二人を包む厳しし

囲気の長安にもはや止まる理由がなくなったことが指摘できるのではないか。

金仙公主は、こうして死を迎える開元20年までの15年間、洛陽で過ごすことになっ

まさにこの時期において、彼女は房山雲居寺の石経事業を知り、また意義を理解し、

かの援助の手を差し伸べることになるのである。なお妹の玉真はそれからなお生きつづ

姉金仙の墓誌を書き、安史の乱の最中の宝応時 (762~3)に世を去る（「新伝j)。

どこで迎えたかは不明であるが、そこに至るまでに、前掲の「新唐書」本伝によ

ると、天宝3載 (744)に、 「誠に願わくば、公主の号を去り、邑司（公主庁）を罷め、

これを王府に帰さんことを」と願い出、それが認められないと、 「何ぞ必ず名、主号に

繋がれ、湯沐を資し、然るのち貴と為らんや。請うらくは〔公主湯沐の邑に属する〕数

を入れ、十年の命を延ばさんことを」と申し出、認めさせている。そこには、

き後一人残された玉真の、玄宗およ

み取れるように思われる。かつ

地点から出たもののように感じられるのである {l6}。

にたいする微妙な立場の反映が汲

えた特別の配慮も、それと同じ

以上述べてきたところから、金仙公主の一生を まとめておく。



年代

689（永昌元・載初元）

「鮒訛之年」

706（中宗神龍2)

710（容宗景雲元）

711(,!,景雲2)

明大アジア史論集 1(1996年度）

【表 1 金仙公主関係略年表】

年齢 関係事項

出生（容宗の第九女）。

7-8歳（容宗藩邸時）西城県主に封ず。

18歳入道（女道士）。

22歳 (6月容宗復位）西城公主に封ず。

12月女官（入道）、造観計画の提起。

23歳 15月金仙公主に封ず。造観に着手。

9月貨懐貞を侍中にし、造観を督役。

712（玄宗無極・延和元） 124歳

（方士史崇玄が造観に関与）

前半期？金仙観の完成。

713（玄宗開元元） 125歳

717(~ 開元5) J 29歳

722(~ 開元10) I 34歳
730(~ 開元18) I 42歳

732(//開元20) l 44歳
736(//開元24)

〈762（粛宗宝応元）？

(712＝玄宗先天元年8月、玄宗即位）

7月玄宗全権掌握。

〔金仙〕長公主となり、食実封1400戸に増賦。

洛陽道徳坊の女冠観（景雲祠）に住む。

女冠観の名を開元観に改める。

雲居寺に「大唐新旧訳経四千余巻」と寺領を寄進。

6月洛隔開元観で死去。

7月橋陵（容宗陵）に陪葬。

妹玉真長公主の死去。 68歳？〉

五、金仙公主の政界における位置

前節までに金仙公主の一生を押さえたが、そのなかで彼女の政界における微妙な立場

の一端について言及した。本節はその点をさらに検討し、彼女の位置を明らかにしてみ

たい。彼女の房山雲居寺との繋がりには、この問題が大きく影をおとしていたと考える

からである。

前にも一部言及したが、容宗のもとで金仙・玉真両公主の道観を建造するにあたって、

様々な反対意見が提出されたのであった。例えば「資治通鑑j巻ニー〇、景雲2年5月辛

酉の条に、

更以西城為金仙公主、隆昌為玉真公主、各為之造観、逼奪民居甚多、用功数百万。

右散騎常侍魏知古・黄門侍郎李父諌、不聴。

とみえる魏知古や李父の諌言がそれである。あるいは同書・同年9月庚辰の条に、
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以貿懐貞為侍中、懐貞毎退朝、

懐貞独勧成之、身自督役。

時脩金仙・玉真二観、霊臣多諌、

今為公主邑司。

とあって、 ＜諌む」という様相が存在し され

てこなかったが (17)、管見しえたところでも、

といった人物の名があげら

とは他にあまり例のないことと認められ、

たわっていたと推測されるのである。

までに、道観建造にかかわるかれら

2にまとめてみておいた。

ここにみえる反対意見は、道観を造ること

と

従来これらにはほとん

他に宵悌原、

。これほどの数の反対がみえるこ

はそれだけ根の深し

した史料上の所在を

民衆の生活や農業への影響、

現実の天候不順との関わり、浮華へ流れる民心への対処、長安の抱える食料不足問題、

対外関係や辺境防備への波及など、多岐にわたる論点を提示する。なかでも、大旱（水

による農業被害の深刻さをめぐる問題が多く されるが、それに関連してその中

心の一人、魏知古の論について紹介してみよう。彼は二度にわたって造営の停止を

するが、とくに二度目においてより具体的にこう訴えた。

金仙・玉真等観造作、咸非急務。臣先奏請停、党俯未止。今歳前水後旱、五穀不熟、

必甚飢饉。陛下為人父母、欲何方以賑櫨。療飢抵溺、須及其時。又突蕨

為患、其来自久、本無礼儀、焉有誠信。今雖遣使、来請結婚、材狼之心、首鼠何定、

弱則卑順、強則矯逆。属草衰月満、弓勁馬肥、乗中国飢虚、在和親際会、個或窺犯

国家何以防之。臣所論者、

すなわちこの前半部で、 「今歳、前に水

らば、必ず飢饉を甚しくせん。陛下、

欲するか。飢を療し溺を極うは、須らくそ

灌は「今、冬より春に祖ぶまで、雨時に降ら

（「新唐書」装淮伝）といい、

荒れ、麦、場に爛る。秋に入りて巳来、

伏願特垂詳察。

あり、五穀熟せず。

と為り、何方をもって賑憧せんと

し」と論及される。この他、

人心憔然として、出るところを知る

より已翠露雨解けず。穀、

し、苗にして実らず、

りて、草葉枯黄す」という。あるいはまた、同じ

したさいの詔勅に、 「政教多く閥 ¥i、

日び滋し」（「資治通鑑」巻ニー0、

容宗が太平公主の意向

ヽを為す。府庫益ます謁き、

庚辰条）という記述がみえている。
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（表2 金仙・玉真観建造反対者関係一覧表】

；人名（諫言時肩書）

宵原悌（諌議大夫） i唐会要50・観
紐 210景雲元年・12月癸未条I 全唐文278論時政疏五篇

魏知古 118唐書98• 本伝
！（右散騎常侍） ＇新唐替126•本伝

！ 唐会要50・観

通鑑210景雲2年・5月辛酉条

全唐文237・諌造金仙モ真観疏

史料所在

I 
・-・ 

木を記のは天理

せる。き、人心を傷つけ、農時を失1
I 

•今大旱時でありふだりに土木を興！

辛替否（左補閑） 旧唐書101• 本伝

全唐文279:：:::；:：ー観ーロニ〗゜飢饉を救うもーロ
I 

・天候不順時に寺観の造営は民衆の ， 

新唐書118• 本伝 生活を乱す。

唐会要50・観 I •今日の国用、辺境状態は浪費の余地□-•I~~；:；ィ：い i ー経年費:よ待貧つ人：こ施与］へへしし
¢渕大理少卿） 旧唐書101• 本伝 -]---

| 
•土木の興起は二輔農民を高賃で傭，

新唐書118• 本伝 ＇ い、耕を捨てさせる。 1 

全唐文200・諌造寺観疏 下士木の間に虫害を多発させ、人々を

唐会要50・観 ； 殺害させる。

旧唐書：00•本伝

新唐書；28•本1云

I 土木を盛興して黎三;~,及五|
i てはいけない~ I 

唐会要的・観
| i 

| 

雀伍（吏部員外郎）

（伍或作泣・乾）

I装淮（中書舎人）

！ 
諫言の主旨

丁 iぷ青浄を本旨とすべきり 1 

・寺観を造営して人財を労費すべき

でない。

十一
・道観の造作は急務でない。

．慢性的我料不足・天候不順による。

・飢饉の危険性が存在している。

・造作に；if田支の立ち退きが必要で、

民心の動揺を招く。

•国内の乱れによって突蕨に人冦の

隙を与える。

手思貞（将作大匠）

（貞「会要」作正）

李又（黄門侍郎）

鬱5月辛酉条

ヽ•

（・民居を奪い、用功数百万になる。）
ー

'
,
1
・
・
’
}
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このよう

て

いわれる

できなし

ごとくにみえる。

き深刻な

る。と

を

入っ りでは、

の他の史料からは直接確認

る

つ もの

くる。こうまで

れらの立脚の基盤は、

そこで、これら

と。

去）

；え

云｝

も

と

奢な邸 ら

堤・

し」といって

ら

絶した李父(

らを出身の面から一律に規定するのはむずかしし

っきり

る可能性が高い（ただ章湊は恩蔭系かもし

つにことはいうまでもない。 らはともに

ら ものた

-17-
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より容宗にかけての政界は、武后朝以来の内朝系人士と新興の科挙系を中心とする

朝との、激しい攻めぎあいの舞台となっていた、との構図を描くことが可能となるの

ある。これら科挙系官人の背後には、政界に着実に地歩を築きつつあるという自負と、

もはや覆うべくもなくいという認識、そして政治の実権を外朝による

もどさななけらばならないという義務感、などが様々に交錯していたよ

゜
こうし をふまえ、金仙・玉真の両公主に話をもどすと、何よりも二人が太平公

と密接な関係にあったことが確認されなければならないだろう。前掲の『新唐書」

あるように、二人の出家時の「師（導師）」となったのは史崇玄である

として禁中に出入りし翌 の

であった (23)。また二人の道観建造には彼が全体を統括する「

ことも知られている。史崇玄を師としたり、道観の護作をさせたの胃←ヽ

によるものにちがいない。ちなみに先の「金仙公主伝」には、金仙観の

を失脚させるために、狂人段謙に金をつかま

のまま

を

さらにま

らせ、史崇玄の差し金によるといわしめた、という

は断定できないが、史や金仙らが当時仏教側の怨嵯の的と

と理解できないだろうか。

となった貨懐貞は、

り至

っていた

が金仙・

いたのであっ

くし

れは太平の意向

も

となる」と椰楡されるほどの太平公主陣営の人間として動いた。この彼

は、臣下のなかで独り賛成し、 「身自ら督役」して完成に

っていること言

ごとく、

と為り、

でなされたものであった。

キま

。そ

のか、それを説明する十分な材料はないが、おそらく彼女の政治的野心

と無関係ではないだろう。兄容宗の可愛がる娘たちのために最大限の援助をすること、、

兄との関係を緊密にし、また自派の陣容や基盤を一層強固なものにすると

しれない。あわせてこのような形をとって信仰上の証し

との結びつきをはかったとの配慮も忘れるわけにはし ぶ
j
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以上集約するならば、二観造営の問題は、いわゆる「武意の禍」の延長上に

と、それを排し唐本来の政治体制にもどそうとするグループとの、公主のグル

く深刻

ま

中に置かれたのであった

とにかかわらず時代の波に巻き込まれ、

し

のであっ くして玄宗の新体制が確立すると、

として表向きは丁重に扱われても、

洛陽移住となり、以後二度と

なかにあって、両公主は好むと

され、最後は敗退の憂き目にあっ

を取り巻く環境は一変し、

く場所はもはやなくなっ

もどることはなかったと考え

られる る。

、おわりに一あわせて徐鱗 の理解をめぐって

こうして金仙長公主は開元の初期から洛陽に移っていた。とすれば、彼女がこの地で、

・評判を高めつつあった雲居寺石経事業の話題に接する確率は、

安にいたときより高くなるはずである。彼女はまた、みずからの道観建造問題をつうじ

て、仏教側に大きな負い目を抱いていたことも考えに入れてよいのではないか。そうし

た過去を反省し、洛陽に生きる場を確保するためにも、仏教との関係を正常な姿にもど

す必要があると認識され、その具体的な行動のひとつが雲居寺への援助となったとも

解できるのである。

ただ最後にもうひとつ、金仙を直接雲居寺に近づけた可能性をもつ人物につ

しておきたい。彼女の神道碑文を書き、墓誌を書いた徐嬌（徐嬌之）についてである。

従来からの理解によると、当碑文を書いた徐蝠とは能書家と知られたその人とし

きた。参考までに「金石幸編」所載 r神道碑」 （巻八四）の王腱の跛文をあげてみよう
「新唐書」附其子浩伝、云父嬌之（「旧書j

洛州刺史、而不載大理卿之在何年。 「墨池編j載晴之字惟嶽、純

宗、歴趙湖洛州刺史、

三年以前、不遠也。 「

八年、

また

麟有楷法。…而浩之丁父憂、

石浮居後記」

年前後突。

につけられた著者略伝にもこうある。

歴趙湖洛潤三（四？）州刺史、入

所載

作l喬之）字維嶽、
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為 ・大理寺卿、贈左散騎常侍。

すなわちここでいう徐蝠とは、 「旧唐書」巻一三七・ ［新唐書」巻一六0に本伝が立

てられた徐浩の父で、越州（会稽）の徐氏の出と解されてきた。そして王祓の跛文によ

れば、開元23年前でそれに近い時期に亡くなり、当「神道碑」の文章はその前の開元

（おそらく洛州刺史のとき）に書かれたとなる。しかしながらここに幾つかの疑

される。すでに「墓誌］の出土によって明らかになったように、それらが書か

れたのは開元24年のことであった。彼が23年前に死んでいるとすれば、ここにかかわ

る余地はほとんどなくなる。ただ近年刊行された郁賢皓著「唐刺史考」によると、この

徐鱗は死んだのが開元24年で、最後の任地は洛州ではなくてi名州であったという (25) C 

そうであれば年代において右の問題は一応クリアできても、逆に場所的な重なりはなく

なるのである。

えてもうひとつはっきりしないのが、 「神道碑」において実際これを書いたのは、

能書家の徐雌ではなくて「御書」つまり玄宗であり、徐蝠当人は撰文にあたっていたこ

とである。同じく「墓誌」においても、彼は撰文に関わったのであって、書いたのは玉

真公主であった。彼が本来名文家であれば、中央でそれにかかわるポストについてもよ

かったはずであるが、それはみえず、むしろ地方官の生活の方が長かったようである。

このような彼に書ではなくわざわざ文章を勅命によって依頼する理由はどこにあったの

こうしたところには、洛陽（洛州）と洛州とに現れた隔たりを埋めるべき積極的

は見出しがたいのである。

こうした上に、さらにつけ加えるべき疑問がある。徐l崎のこの時の肩書は、碑文では

「中大夫□大理□卿」とあり、
「中大夫・

とあるが、開元23鶯 24年時についていたであろう i名州剌史などの名がそこに出てこな

い。他方彼は「守大理少卿Jであって大理卿にまでは昇っておらず、集賢院学士につい

ことは従来の他史料からは確認されない。では、これらの疑問や矛盾点はどのように

克服したらよいのだろうか。

これにたいする答えがあるとすれば、 「神道碑」と「墓誌」の徐蝠（徐峰之）を書法

家で徐浩の父たるその人にあてた従来の解釈から離れるしかないだろう。だが同時に、

われわれはそれと並行する時期、同名の徐縞という人物が官界にいたことを知っている。
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これとの関係はどうであろうか。この徐嬌にかんして、 『新唐書」巻一九九・

から必要部分をあげてみよう。

湖州長城人。世客凋謝。梁慈源侯整四世孫。八歳能文、

゜
、…堅与〔張〕

、封慈源県子。

、条彙粗立、

以堅充学士、

開元中為駕部員外郎・

父子相次為学士、

ここにも一部うかがわれるが、徐嬌の祖父徐斉眼は太宗から高宗代の人、

遷中書舎人・内供奉・

阻伝

70余歳で亡くなっており、徐l僑本人は玄宗時代を生きたと推定さ

して彼の経歴をみると、右にあげた「墓誌」の肩書とにおいて、 「集賢院学士l

する上、爵位の「慈源県」が重なることがわかるのである。とりわけ爵位に使わ

源（県）はおそらく四世の祖の「慈源侯」に由来し、父堅も「慈源県子」に封ぜら

ように、この家の封爵に受け継がれたもので、誰でもが名乗れるものでないことは明ら

かである。その同じ名称が「墓誌」の徐陥にもつけられていた。集賢院学士にしても、

玄宗のプレーンたる枢要にして栄誉ある地位であった以上、先の越州の徐隅がそれにつ

けば必ず記述されているしかるべきであった。同じ時期の人物で、こうも重なり部分を

多くもつ、この一事をもってして、両者は同一人であったと認めることは許されるであ

ろう

士や、 という皇帝の勅命に文筆で応えるべき

本人の文章力がどうであったか、直接それを示す作品をも

らうかがわれる能力において、越州の徐繭の比ではないこと歴然であったと

いえるのではないか。その一族はまたいずれも文オに秀でていたことも特記されてよい

゜
こうし されていたとはまったく異なる人物が金仙公主の「神道碑lなら

に関わっていたことが明ら

と推測される金仙のために、

によく知りあう間柄にあっ
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にはつ

いが、

こ 目されるのが、

る。いつ頃彼がこ

どこ

ところ の

をもつことになったのではないか。つまり徐船こ

とも信頼を寄せた一人であったと推定されるのである。

る

し、

の後半生におけるもっ

とするならば、彼女に

なる。徐繭を生んだその家系は、

世よ浦朔に客たり、

を伝えたのもこの徐隣であった蓋然性が強く

「新唐書J本伝では祖父の斉眼の以前が「湖州

とあり、

ら ここにいう女 とは、 去
j

あとを貞淑さと気品でもって代表し、賢妃の称号を贈られた有名な徐恵のこと (26)、

したがってこの家は唐になって、本格的には斉明の代から世に出たものと理解される。

だ南朝梁の朝臣徐整（この人物も不明）を先祖にもち、代々関中の浬翔に移り

という背景、そして徐斉眼を始めいずれも学問に非凡さを発揮した事実から、

ら関中に強制移住させられた南朝貴族の末裔であった可能性を強く

この一族が宗教的にいかなる立場であったかはわからない。しかし右の推測のごとく

梁朝（後梁）系であったとすると、その王朝の仏教を篤く信奉した姿、さらにそこから

をめぐるつぎの事実をただちに想起せしめるのである。すなわち、隋末静碗が発願

して刻経に着手したとき、最初にその事業に援助の手を差し伸べたのが、後梁の明帝の

なっていた簾氏と、その弟で内史侍郎の癖璃であったことである (27) 

したの ＜
 べきであった。このように捉えられるならば、徐繭にとって房山刻経事業はまった＜

縁の対象物ではなかったことは明らかである。徐峨という人物の背景に右のような匂い

を嗅ぎ取ることで、金仙公主と房山雲居寺とを結ぶ一本の糸が浮かび上がってくるので

ある。

かくし 徐障を介し

となったと

を知り、

そのさし
そ

一，
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された土地は、 「神道碑」や「墓誌」にみえる「湯沐の邑」ないし「実賦」なる

しか

どの一部で、寺に近接した場所にあったものなのだろう。これにたいし、

金仙公主の置かれた立場と過去を知るがゆえに、彼女の行為に感謝ン一一、

ら顕彰することが憚られ、それが「金仙公主塔」の背面に銘文を残すよう

な及び腰的対応につながったのではないだろうか。彼女が過去の消算をはかるべく 1丁つ

た行為のなかに、なお過去が消しがたく残っていることを知るのである。

(1) は今日石経山頂でみること きるが、現存する塔の側壁からは

きない。また現存の塔が七層からなり、塔頂には相輪部分がな

く、塔内部には何も置かれていないが、これにたいしかつては九層をしてその上に

相輪（承花と宝珠形）をもち、内部には優雅で洗練された一体のイム｛象が台座

されていたことが知られている。塔（石浮図）全体の高さも4メートルほどあっ

と推定されるが、今はそれほどはない。確かめていないが、おそらく文化大革命の

時期、旧塔は破壊され、その後旧塔の形状を模して造られたのが現塔となるので

はないだろうか。旧塔については、水野清一「房山雲居寺石塔記」（「東方学報』

京都・第5冊副刊「房山雲居寺研究」、 1935年）の263~5頁、常盤大定•関

「中国文化史蹟」 （「支那文化史蹟」 1939~41年刊の覆刻。法蔵館、 1976年）

第12巻の図版88、および同「解説」下の第12巻の101頁（房山雲居寺

）を参照。

(2)ここに紹介した銘文の録文は、小川（貝塚）茂樹「房山石浮回記銘考」 （ 

(1) 

づき（

の

京都•第5冊副刊）に所載の

、実際の形に即して

と出されるのを始めとして、

（台湾・

収録されている

（書目文献出版社、

げられる (11~12頁）。

の拓本と小川氏の整理にもと

銘文は「金石茉編」巻八三に

くとりあげられ、ま

再版本）に

山石経の題記を集めた

では、 「山頂石浮図後記」としてあ
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(3)塚本善隆「房 と石刻大蔵経」 （「塚本善隆著作集」巻5、1975年） 449~

452頁参照。なお塚本氏の著作集にのる当論文は、はじめ前掲注(1)の「東方学報」

京都・第5冊副刊「房山槃居寺研究」に、 「石経山実居寺と石刻大蔵経」として発

表され、のち一部加筆修正を加えたものであるという。したがって本稿では、当論

文に言及する場合は著作集のそれをあげることにする（以下、 「塚本書」と表記） c 

(4)氣賀澤保規編［中困仏教石経の研究一房山雲居寺石経を中心に一」 （日本・京都大

学学術出版会、 1996年）の第二章 f唐代房山雲居寺の発展と石経事業：の六節

r玄宗開元期における雲居寺と石経事業」参照。
(5)「啄鹿山石経堂記」の関係箇所を提示するとつぎのようになる。

既而玄宗開元聖文神武皇帝第八妹金仙長公主、特加崇飾、退遡之人、増之如蛾術

焉。有為之功、莫此而大。

この碑は早くに亡侠して、現存しない。碑の全文は注(3)の「塚本書」 461頁にまと

められるが、やや校訂が不十分であるため、ここでは「日下旧聞考」巻一三ー所載

のものを提示した。劉済は金仙公主のことはおそらく山頂石浮図の銘文によって知っ

たものと推定される。

(6)労允興「談房山石経山之金仙公主塔」 （「唐文化研究論文集J 出版社、

1994年）、 中のイム教と道教~{金仙公主の場合ー（上）」 （r立正
史学」 78、1995年）、及び拙稿前掲注(4)論文、参照e

(7)筆者はたまたま1996年秋11月、台湾の中央研究院博斯年紀念図書館で当館所蔵の

この「神道碑」拓本を調査する機会があったが、そこでも徐l僑の下に「之」の字が

あることが確認できた。同一人でこのような使い分けは何によるものなのかはっき

りしないが、正式には「徐隣」となるのではないだろうか。徐隣の立場について第

六節を参照。

(8)「金仙長公主墓誌」は、 「隋唐五代墓誌棄（匪）編」 （天津古籍出版社、 1991年）

の狭西巻第三冊（呉銅主福） 162頁に拓本写真で収められるc 誌石は現在、蒲城県

博物館に収蔵される

(9)「唐会要」巻五O・

玉真観、…

と、妹玉真公主のこと

蓋はすでに侠しているという。

は、金仙公主の記事に並んで、

月十日、公上改封玉真、所造観便以玉真為名。

る。しかし両記事では、日付が姉と る上、妹の

-24-
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方が姉より先に改封された形をとっている。ちなみに同じく 「唐会要」巻五0の金

仙観と玉真観の条で、二人の入道日を、金仙（西城）が景雪元年十二月十七日、屯

真（隆昌）が同年十二．月七日として、やはり妹の方が先に入道した形になっている。

なぜこのような違いを生むのかはっきりしない。

(10)「旧唐書」巻ー00・ 装泄伝によると、

太極元年 (712)、容宗為金仙・玉真公主造観及寺等、時属春旱、興役不止ci崖I::.

疏諌曰、．．．

とある。太極の年号はこの年1月から5月までで、このあと延和をへて、 8月に玄宗

が即位して先天に代わる。ここからみても、景雲2年の翌年 (712年） になってな

ヽていたと推定できるだろう。

(11)なお「墓誌」には、 「実賦一千四百戸」の句のあとに、 「伯て京都に於いて道館

を雙建すJの一文がつづく。この「京都」が長安（輔興坊）を指すのであれば、文

の［主上（玄宗） lとある前に出されなければならない。

容にあいまいさを残すことはこの点にもうかがわれろ c

(12)愛宕元訳注「唐両京城坊考」 （平凡社東洋文庫、 1994年）の両京の道徳坊の項に

が内

付された注釈でも (131~2頁、 237~8頁）、内容の混同に言及するが、その説明

はややあいまいである，，また東京（洛陽）道徳坊にある「景龍女道士観Jの注釈で、
景龍（中宗の年号）が景裳（容宗の年号）に修正されるべきことを指撞した上で、

その論拠をここに住んだ金仙公主が景雲元年に出家したことに求め、彼女が長安輔

興坊の道観とともに、洛陽のここにも早くから道観をもったとの方向で理解する。

観は景箕女道士観となるべきであるが、しかしこれは金仙公主が

ことからくるのではない。前引「新唐書」長寧公主伝の記事に明らかなよう

に、当坊にあった長寧公主邸が容宗朝になって公主の申し出によって「景雲祠1と

されており、これが「唐両京城坊考」の「景雲女道士観」にあたるとみら ら

である。ちなみに長寧公主は、中宗の皇后享氏の娘で、楊填交に嫁ぎ、幸氏が倒さ

れたのち、左遷された夫とともに地方に出、道観となった故居に住むことはなかっ

(13}「唐語林］巻七（「劇談録j巻下「老君廟画」条）に、

政平坊安国観、明皇時玉真公主所建、門楼高九十尺、而柱端無斜3 …

-25-
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という記事があるが、前述した安国観の前身（太平公主邸）や洛陥での玉真公主の

立場などを考えると、内容をそのまま信ずるわけにはいかない。

(14)「旧唐書j巻八・玄宗紀上

〔開元五年春正月〕辛亥、幸東都。…二月甲戌、至自（自は術字？）東都。…

〔六年〕冬十月丙申、車駕還京師。十一月辛卯、至自東都。

(15)「旧唐書」巻七会容宗紀

開元四年夏六月甲子、太上皇帝崩子百福殿、時年五十五。秋七月己亥、

大聖貞皇帝、廟日容宗。冬十月庚午、葬子橋陵。

(16)ここで玉真公主について少し補っておくことにする。公主生前の事迩にかかわる

史料として、河南済源県にあったという桑埠撰「玉真公主朝謁誰（応？）郡真源宮受道

(？）王屋山仙人台霊壇祥応記」碑がある。 「金石続編」巻八（以下「読編」と略称）

と「全唐文」巻九二七に全文が載せられるが、摩滅がひどく釈読に違いが多い。

碑時の見方でも、 「続編」は天宝二載とし、 「全唐文」は十二載とする。

「全唐文」にもとづいて関係部分をあげてみる（括弧内は「続編」の対応する

公主、法号無上真、字元元、容宗大聖貞皇帝之十女（愛女）、今上之□□妹
妹）、・・・年十二歳（年甫二八）、当景雲之初、始受道於括蒼羅浮真人越国葉公、

゜

其時老君為親降法壇、口烏三刻、言皆（以）口授、旨（義）以神融、故□□ （其
玄）章隠訣、代莫得而聞也。•••主上前年揮i麗寂翰、光題宝額、日平陽洞府小有仙

台、又於山門別曙金膀（榜）、為霊都観3 公主笈（優）遊妥処将廿年、功行已成、

昇仙階近（及）。

さてこれによると、 「景雲之初」年つまり710年段階で彼女は12歳であったとな

るが、他方「続編」では「二八」＝16歳であったという。この年、姉の金仙公主は

22歳であったから、姉妹の年齢の差は10歳ないし6歳となる。道士に出家

や姉金仙との年齢差から考えれば、 16歳説の方が納得しやすいが、それだけで決め

つけるわけにはいかない。ともあれ二説を並立させるならば、生年は699（聖暦2)

年ないし695（証聖元・天冊万歳元）年となり、死去した「宝応時」が宝応元年

(762)であったとすると（宝応はこの年4月から翌年7月まで）、彼女の寿命は64

歳ないし68歳であったとなるのである。 44歳で逝った姉と比べるならば、かなり

く生きたといわなければならない。
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なお右の碑文で、玉真公主は河南府（または懐州）の済源県（黄河の北岸、太行

山南端下）に彼女のために造られた「霊都観」に、 「妥に遊び妥に処り、将に廿年

にならんとすJるまで住んだとある。洛陽に与えられた正平坊（政平坊）の安国観

を離れ、この辺鄭な場所に重点を移して20年とするとその起点はいつか。

れば開元21{733)となる。このうち開元11年頃とすれば、彼女は洛隅の

てまだそれほど時間が経っていない時期のこととなり、やや不自然の感が否めない。

したがって開元21年頃と解するのが適当となるだろう。

この開元21年とすれば、それは終始行動をともにしてきた姉金仙のこくなった翌

年のこと、玉真が心機一転新たな動きを起こすには絶好の節目にあたる。彼女はそ

れを契機に、一人孤立した洛隔を捨て、さらに地方の道観に身を寄せることになっ

それがこの霊都観となるのではないか。金仙も--ぃ

のようなところにもうかがわれるのではないだろう

一生を

いて簡単に押さえてみると

っとも

元・天冊

16歳の景雲元年 (710) に出家（女官）、翌年に隆昌公主から玉真公主

さらに翌年 (712)に輔興坊に玉真観を与えられた。しかしそれも束の間、玄宗の

実権掌握により政界での足場を失い、開元5年 (717) には洛賜安国観に稔り、姉

金仙を亡くした翌年（開元21)頃からは済源県の霊都観に住むことになった。そし

て宝応元年(762)• 68歳頃に世を去ったとみられるが、この済源県一帯は天宝14載

した安史の乱側の恩内に入る。おそらく彼女はこの動乱に巻き

な

(17)前掲注(2)の小｝l は道観建築をめぐる不正事件と

の諌言の存在について、一部言及するだけにとどまり 8頁）、金仙公主の

朝廷における立場への関心はもちあわせなかった。

(18)「旧唐書J巻ー00・装潅伝

〔装潅〕累遷監察御史。時吏部侍郎程堤・鄭培坐誠為御史李尚隠所劾、泄同鞠其

獄。安楽公主及上官昭容阿党渇等、 i僅竜執正其罪、甚為当時所称。

(19)「旧唐書」巻ー0ー疇辛替否伝
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時中宗置公主府官属、安楽公主府所補尤多猥濫。又附馬武崇訓死後、棄召宅別造

ー宅、修麗過甚。時又盛興仏寺、百姓労弊、努蔵為之空渇。替否上疏諌曰、・・・

(20)「IB唐書」巻ー0ー・弗湊1云

州人前仁寿令孟神爽豪縦、数犯法、交通貴戚、前後官吏莫敢縄按e 湊白長史張潜、

請因事除之。会神爽坐事推問、 i奏無所仮借、神爽妄称有密旨、究問引虚、遂杖殺

之、遠近称伏。•••明年（景雲二年？）春、起金仙・玉真両観、用エ巨憶。湊進諌

日…。帝不応。湊又奏El…。容宗方納其言、令在外詳議。中書今程堤・侍中本義

謂湊曰、公敢言此、大是難事。湊曰、切食厚禄、死且不辞。況在明時、必知不死。

(21}「旧唐書」巻ー00・ 手思貞伝

(22) 

（中宗〕神龍初、為大理卿。時武三思授権、御史大夫李承嘉附会之。淮J、卜1人卓月

将上変、告武三思謀逆。中宗大怒、命斬之。思貞以発生之月、固執奏以為不可行

刑、寛有勅決杖配流嶺南。三思令所司因此非法害之、思貞又固争之。

優容之。 自附、又深

(23)「朝野餃載J

道士史崇玄、 河内県縫桔人也。後度為道士、 附太平為太清観主c

金仙・玉真出俗、立為導師。毎入内奏請、賞賜甚原、無物不賜。・・・

{24)「旧唐書」巻一八三・賓懐貞伝に、

懐貞族弟行事司直維袋謂懐貞日、兄位極台衰、当思献可替否、以輔明主。奈何校

量瓦木、厠跡工匠之間、欲令海内何所瞭仰也c 懐貞不能対、而監作如故。

とあるように、族弟貿維委からの忠告にも聞く耳をもたず、造営二事の先頭に立っ

ている様子がうかがわれる。

(25瑯賢皓著「唐刺史考」 （中華書局香港分局・江蘇古籍出版社、 1987年）第二冊

280頁。なお博旋踪等紺「唐五代人物伝記資料綜合索引」 （中華書局、 1982年）

303頁の注(1)、も

(26)「新唐書」

月能言、 父孝
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徳。•• 、召為オ人。手未背廃巻、而辞致媚蔚、文無滝思。…帝崩、哀慕

成疾、不肯進薬。…永徽元年卒、年二十四、贈賢妃、陪葬昭陵石室。恵之弟斉附、

斉阻子堅、皆以学聞、女弟為高宗捷好、亦有文藻、世以擬漢班氏。

(27)前掲注(3)「塚本書」 375~8頁、愛宕元「隋末唐初における蘭陵蔀氏の仏教受容

一癖璃を中心にして一」 （「中国中世の宗教と文化」京都大学人文科学研究所、

1982年）参照。

（明治大学文学部教授）
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